
主催：静岡商工会議所   共催：東京海上日動・静岡支店    協力：藤枝商工会議所、焼津商工会議所、島田商工会議所

・カスハラの最近の事例紹介
・カスハラの性質と基礎知識
・カスハラの具体的な対応手順と押さえるべきポイント



各商工会議所会員事業所の皆さまへ

会員事業者さまがカスタマーハラスメントを受けた場合に、弊社と提携する専門の弁護士事務所へ相談ができる
サービス※です。
お申込みを受け付けた後、「弁護士法人マネジメントコンシェルジュ」から、対応方法のアドバイスをご提供します。
サービス利用対象となるカスタマーハラスメントの具体例は、右ページの「カスタマーハラスメントの具体例」をご覧く
ださい。※対応の代行を請け負うものではありません。

【東京海上日動で検討中のサービスご利用のお願い】
昨今、顧客・取引先から受ける嫌がらせや、過度なクレーム等の迷惑行為、いわゆる「カスタマー
ハラスメント」が社会問題化しています。
このような社会問題の解決を図るべく、弊社では、カスタマーハラスメントを受けられた事
業者の皆さまが、その対応方法について専門の弁護士からアドバイスを受けられるサービス
の開発を検討しております。
今回、各商工会議所にご協力いただき、会員事業所の皆さまへこのサービスを無料で提供さ
せていただきます。カスタマーハラスメントでお困りの際は、是非このサービスをご利用く
ださい。
皆さまからサービスに関する忌憚のないご意見をいただければと存じます。


